
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
）
（
田
園
都

市
づ
く
り
課
） 

一 
 

趣
旨 

 

 
 
 

川
口
市
の
中
核
市
へ
の
移
行
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 
 

内
容 

 

 
 
 
 

川
口
市
は
景
観
行
政
団
体
と
し
て
、
屋
外
広
告
物
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
と
の
協
議
に
よ 

 
 

り
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
県
の
事
務
の
一
部
を
処
理
し
て
い
る
。
条
例
第
二
十
七
条
の
二
の
表 

 
 

は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
県
の
事
務
の
一
部
を
処
理
す
る
市
町
村
を
記
載
し
て
い
る
。 

 
 
 
 

今
回
、
川
口
市
が
中
核
市
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
屋
外
広
告
物
法
に
関
す
る
県
の
事
務
の
全 

 
 

て
を
川
口
市
自
ら
が
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 
 
 
 

こ
の
た
め
、
条
例
第
二
十
七
条
の
二
表
中
か
ら
川
口
市
を
削
除
す
る
。 

三 
 

施
行
期
日 

 

 
 
 
 

平
成
三
十
年
四
月
一
日 

 


